
 
 

平 成 ３１年 
 

 

 

富 士 川 町 議 会 

第２回臨時会会議録 

 
 

平成３１年  ２月 １３日 開会 

平成３１年  ２月 １３日 閉会 

 

 

 

 

 

 

 山梨県富士川町議会 



 

 

 

 

平 成 ３１ 年 

 

 

 

富 士 川 町 議 会 第 ２ 回 臨 時 会  

 

 

 

 

平成３１年 ２月１３日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 １ 

平成３１年第２回富士川町議会臨時会 

 

平成３１年２月１３日 

午前１０時００分開議 

於 議 場 

 

１ 議事日程 

日程第 １ 会議録署名議員の指名 

日程第 ２ 会期決定 

日程第 ３ 諸般の報告 

日程第 ４ 議案第５号 平成３０年度富士川町一般会計補正予算（第７号） 

日程第 ５ 議案第６号 町民交流広場整備工事請負変更契約の締結について 

日程第 ６ 議案第７号 東川拡幅工事（２９－２）請負変更契約の締結について 

 

２ 出席議員は次のとおりである。（１４名） 

 

 １番  秋 山   仁        ２番  樋 口 正 訓 

 ３番  笹 本 壽 彦        ４番  井 上 和 男 

 ５番  望 月   眞        ６番  秋 山   稔 

 ７番  成 田   守        ８番  小 林 有紀子 

９番  深 澤 公 雄       １０番  青 栁 光 仁  

１１番  堀 内 春 美       １２番  鮫 田 洋 平 

１３番  長 澤   健       １４番  井 上 光 三 

 

 

３．欠席議員 

 

な  し 

 

 

４．会議録署名議員 

 

          ２番  樋 口 正 訓        ３番  笹 本 壽 彦 
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５．地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者の職氏名（１０人） 

 

町       長 志 村  学 教 育 長 野 中 正 人 

会 計 管 理 者 永井たかね    政 策 秘 書 課 長 齋 藤  靖 

財 務 課 長 秋 山  忠  管 財 課 長 河 原 恵 一              

子育て支援課長 大堀ゆかり  産 業 振 興 課 長 依 田 正 紀         

        都 市 整 備 課 長 志 村 正 史  生 涯 学 習 課 長   深 澤 千 秋 

 

６．職務のため出席した者の職氏名（２名） 

 

議会事務局長 早 川 竜 一 

書    記 秋 山  綾 
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開会 午前１０時００分 

〇議長（井上光三君） 

開会の前に、相互にあいさつを交わします。起立願います。相互に礼.。着席願います。 

富士川町 告示第７号をもって招集されました、平成３１年第２回富士川町議会臨時会に、議

員並びに町長をはじめ執行部各位には、ご健勝にてご出席いただき、誠にありがとうございま

す。 

ただいまの出席議員は、１４名であります。定足数に達しておりますので、これより平成

３１年第２回富士川町議会臨時会を開会します。これから、本日の会議を開きます。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇議長（井上光三君） 

日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。 

会議録署名議員は、会議規則第１２７条の規定により２番 樋口正訓君及び３番 笹本壽彦

君を指名します。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇議長（井上光三君） 

日程第２ 会期決定を議題とします。 

お諮りします。本臨時会の会期は、本日１日にしたいと思います。これに、ご異議ありませ

んか。 

（「異議なし。」の声） 

〇議長（井上光三君） 

異議なしと認めます。したがって、会期は本日１日と決定いたしました。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇議長（井上光三君） 

日程第３ 諸般の報告 

この際、議案の審議に先立ちまして、諸般の報告を行います。 

議長から報告します。本日の議事日程、説明員として出席通知のありました者の職・氏名、

及び監査委員の出納検査報告などにつきましては、お手元に配布したとおりです。 

以上で、諸般の報告を終わります。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇議長（井上光三君） 

日程第４ 議案第５号 平成３０年度富士川町一般会計 補正予算（第７号） 

を、議題とします。 

町長から本案について、提案理由の説明を求めます。 

町長 志村学君。 

――――――提 案 理 由 朗 読 説 明―――――――― 

〇議長（井上光三君） 

次に、議案第５号について補足説明を求めます。 

財務課長 秋山忠君。 

〇財務課長（秋山忠君） 

それでは議案第５号の補足説明をさせていただきます。タブレット３ページをご覧ください。
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平成３０年度富士川町一般会計補正予算第７号。次のページをご覧ください。 

（平成３０年度富士川町の一般会計補正予算朗読説明） 

歳入歳出予算の補正は、事項別明細書により説明させていただきます。タブレット８ページ

をご覧ください。 

（平成３０年度富士川町一般会計補正予算事項別明細書朗読説明） 

タブレット７ページの第２表繰越明許費の補正をご覧ください。第２表繰越明許費補正。６款

農林水産業費。１項林業費。森林災害防止事業、９３６万８千円。こちらは鰍沢の入地区の危

険木の伐採に係るものでございます。１０款教育費、５項保健体育費。富士川いきいきスポー

ツ公園体育器具購入事業、１，９７８万６千円でございます。以上、議案第５号の補足説明と

させていただきます。ご審議いただき、ご議決賜りますようお願い申し上げます。 

〇議長（井上光三君） 

以上で、町長からの提案理由並びに担当課長の補足説明が終わりました。これから、議案第

５号について質疑を行います。質疑はありませんか。 

（な  し） 

質疑なしと、認めます。 

以上をもって、議案第５号について質疑を終わります。 

これから、議案第５号について討論を行います。 討論はありませんか。 

（な  し） 

討論なしと認めます。 

以上をもって、議案第５号について討論を終わります。 

これから、日程第４議案第５号について採決します。お諮りします。本案は、原案のとおり

決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし。」の声） 

異議なしと認めます。 

したがって、議案第５号は原案のとおり可決されました。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇議長（井上光三君） 

日程第５ 議案第６号 町民交流広場整備工事請負変更契約の締結について 

日程第６ 議案第７号 東川拡幅工事（２９－２）請負変更契約の締結について 

以上の２議案は、契約締結案件でありますので一括して議題とします。 

町長から本案について、提案理由の説明を求めます。 

町長 志村学君。 

      ――――――――提 案 理 由 朗 読 説 明―――――――― 

〇議長（井上光三君） 

次に、議案第６号 及び第７号について補足説明を求めます。 

管財課長 河原恵一君。 

○管財課長（河原恵一君） 

それでは議案第６号の補足説明をさせていただきます。タブレット１１ページをお願いいた

します。本契約は、平成３０年９月に行われた第３回富士川町議会定例会においてご議決をい

ただきました町民交流広場整備工事について、設計変更が生じたため、契約金額を変更するこ



 ５ 

とに関し、議会の議決を求めるものであります。工事名につきましては、町民交流広場整備工

事であります。施行場所につきましては、富士川病院の東側、富士川右岸の河川敷であります。

主な変更内容でありますが、駐車場と多目的広場の計画につきまして、平成３１年４月の供用

開始以降、駐車場として暫定利用が可能となるよう、掘削工、盛土工及び不陸整正工を増工す

るとともに、利用者の安全性を確保するため、階段護岸にポストコーン及び区画線工を増工を

するものであります。この増工により、契約金額を１３４万３，５２０円増額し、変更前の契

約金額１億５，９８４万円を、変更後の件契約金額１億６，１１８万３，５２０円とするもの

であります。こうした内容により、平成３１年１月３０日付で仮契約の締結を行いました。な

お工期につきましては平成３１年３月２０日であり変更はありません。契約の相手方につきま

しては山梨ガーデン・鶴田組建設町民交流広場整備工事共同企業体で、代表構成員につきまし

ては、山梨県南巨摩郡富士川町最勝寺１５１４番地、山梨ガーデン株式会社代表取締役依田忠

です。構成員につきましては、山梨県南巨摩郡富士川町鰍沢６５５番地６９鶴田組建設有限会

社代表取締役鶴田武人です。なお、次ページに建設工事請負変更仮契約書の写しを添付してあ

りますので、ご参照ください。次に、議案第７号の補足説明をさせていただきます。タブレッ

ト１４ページをお願いいたします。それでは議案第７号の補足説明をさせていただきます。本

計画は平成３０年４月に行われた第１回富士川町議会臨時会においてご議決をいただきました

東側拡幅工事カッコ２９の２について、設計変更が生じたため、契約金額を変更することに関

し議会の議決を求めるものであります。工事名につきましては、東側拡幅工事２９の２であり

ます。施工場所につきましては、青柳町地内を東川であります。主な変更内容でありますが、

護岸拡幅場所の掘削法面が不安定なため、４分法勾配で掘削する設計を、８分法勾配に変更し

たため、掘削が増工となり、また湧水対策として、水中ポンプの台数を増やしたことによる仮

設工の増工、並びに既設護岸を活用することによるブロック積み擁壁工の減工をするものであ

ります。この変更内容により、契約金額を９５万６，８８０円減額し、変更前の契約金額は９，

７２０万円を、変更後の契約金額９，６２４万３，１２０円とするものであります。こうした

内容により平成３１年２月６日付で仮契約の締結を行いました。なお工期につきましては平成

３１年３月２５日であ、変更はありません。契約の相手方につきましては、山梨県南巨摩郡富

士川町小室２３１２番地井上建設株式会社代表取締役井上和夫です。なお、次ページに建設工

事請負変更仮契約書の写しを添付してありますのでご参照ください。以上、議案第６号ならび

に議案第７号の補足説明とさせていただきます。ご審議の上、ご議決を賜りますようお願い申

し上げます。 

〇議長（井上光三君） 

以上で、町長からの提案理由並びに担当課長の補足説明が終わりました。 

これから、議案第６号及び第７号について質疑を行います。質疑はありませんか。 

（ な   し ） 

質疑なしと認めます。以上をもって、議案第６号及び 第７号について質疑を終わります。 

これから、議案第６号及び第７号について討論を行います。討論はありませんか。 

（ な   し ） 

討論なしと、認めます。 

以上をもって、議案第６号及び第７号について討論を終わります。 

これから、日程第５議案第６号、及び日程第６議案第７号について採決します。 
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お諮りします。本案は原案のとおり決定することに、 

ご異議ありませんか。 

     （「異議なし。」の声） 

異議なしと認めます。したがって、議案第６号、及び第７号は原案のとおり可決されました。 

以上で、本日の日程は全て終了しました。 

本日は、これにて散会とします。起立願います。相互に礼。ご苦労さまでした。 

 

閉会 午前１０時１７分 
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